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令和２年第３回安堵町議会定例会会議録 

（１日目） 

 

日時 令和２年 ９月２日（水）午前１０時 

場所 安堵町役場 議場 

 

１ 応招議員 ８名 

  １番 松田  勝 ２番 増井 敬史 

  ３番 三浦  博 ４番 山岡  敏 

  ５番 福井 保夫 ６番  欠 員 

  ７番 淺野  勉 ８番 森田  瞳 

  ９番 大星 成司 

 

２ 出席議員 ８名 

 

３ 欠席議員 なし 

 

４ 地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

町 長 西本 安博 副 町 長 堀口 善友 

教 育 長 辰己 秀雄   

総 務 部 長 吉村 良昭 民 生 部 長 欠 席 

事 業 部 長 堀川 雅央 教 育 次 長 吉田 一弘 

総 合 政 策 課 長 富井 文枝 総 務 課 長 吉田 裕一 

住 民 課 長 増田 篤人 健 康 福 祉 課 長 井上 育久 

建 設 課 長 池田 佳永 教 育 総 務 課 長 吉田 彰宏 

会計管理者職務代理 中澤 章浩   

 

５ 職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長  富士 青美    議会事務局係長  𠮷川 明宏 
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６ 会議事件は次のとおりである。 

 日 程 

 第 １ 会議録署名議員の指名 

 第 ２ 会期の決定 

 第 ３ 諸般の報告 

 第 ４ 行政報告 

 第 ５ 報告第 １号 専決処分の承認を求めることについて（安堵町介護保険条例の一部を

改正する条例について） 

 第 ６ 報告第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度安堵町一般会計補

正予算（補正第３号）について） 

 第 ７ 報告第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度安堵町一般会計補

正予算（補正第４号）について） 

 第 ８ 議案第 １号 安堵町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第 ９ 議案第 ２号 安堵町消防賞じゅつ金基金条例の設置、管理及び処分に関する条例の

廃止について 

 第１０ 議案第 ３号 安堵町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 第１１ 議案第 ４号 安堵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

 第１２ 議案第 ５号 令和２年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）について 

 第１３ 議案第 ６号 令和２年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正

第２号）について 

 第１４ 議案第 ７号 令和２年度奈良県共同調達したパソコン等の購入契約の締結について 

 第１５ 議案第 ８号 令和２年度奈良県共同調達したパソコン等（教育委員会）の購入契約

の締結について 

 第１６ 議案第 ９号 奈良県域ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報端末機器売買契約

（令和元年度補正予算）の締結について 

 第１７ 議案第１０号 奈良県域ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報端末機器売買契約

（令和２年度補正予算）の締結について 

 第１８ 発議第 １号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し

地方税財源の確保を求める意見書 

 第１９ 認定第 １号 令和元年度安堵町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 第２０ 認定第 ２号 令和元年度安堵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 第２１ 認定第 ３号 令和元年度安堵町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 
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 第２２ 認定第 ４号 令和元年度安堵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 第２３ 認定第 ５号 令和元年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算の

認定について 

 第２４ 認定第 ６号 令和元年度安堵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 第２５ 認定第 ７号 令和元年度安堵町水道事業会計決算の認定について 

 第２６ 報告第 ４号 令和元年度決算に係る健全化判断比率報告書について 

 第２７ 報告第 ５号 令和元年度決算に係る資金不足比率報告書について 

 第２８ 報告第 ６号 令和元年度安堵町土地開発公社決算の報告について 
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開 会 

午前１０時００分 

 

 

 

議長（福井保夫） おはようございます。 

  ただいまから、令和２年第３回安堵町議会定例会を開会します。 

  出席議員は８名です。定足数に達していますので会議は成立しました。 

  これから本日の会議を開きます。 

  理事者側職員につきましては、密集・密接の状態を避けるために、町長、副町長、教育長及

び部長級、並びに課長は提出案件の説明者に限定して出席を求めました。 

  ただし、石橋部長は、今月末日まで療養のため欠席する通知を受けていますことを御報告い

たします。 

  説明員の課長につきましては同観点から、途中で暫時休憩を取りますので、その前後で交代

して本日の本会議を運営していきたいと思います。よろしくお願いします。 

  それでは、はじめに西本町長より開会にあたり御挨拶があります。 

 

町長（西本安博） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。西本町長。 

 

（西本町長 登壇） 

 

町長（西本安博） 皆さん、おはようございます。 

  令和２年第３回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆さまにおかれましては、公私共

にお忙しい中、御出席を賜りありがとうございます。 

  現在、我が国においては、新型コロナウイルス感染症拡大の第２波が押し寄せており、テレ

ビや新聞等で連日コロナ感染者数の報道が行われ、聞こえてくるのは暗い話ばかりで、うだる

暑さと共に気が滅入る日々でございます。本町におきましても、秋以降の各種行事を中止せざ

るを得ない状況となっており、平穏な日常を一日も早く取り戻したいと願わずにはいられませ

ん。 

  また、７月３日から７月３１日にかけて、熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で、
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梅雨前線が停滞したことにより特別警報級の豪雨となり、河川の決壊や土砂崩れ等による甚大

な被害が発生しました。犠牲になられた方々の御冥福をお祈りするとともに、被災された方々

に心からお見舞いを申し上げます。 

  そして、ようやく少しずつではございますが、初秋の気配が感じられるようになってまいり

ました。９月は「防災の日」及び「防災週間」です。台風シーズンでもあり、災害に対する備

えに万全を期してまいる所存でございます。 

  加えて、健康面からの理由で、安倍首相が突然の辞任を表明されました。７年８か月もの間、

日本のリーダーとして活躍されたこと、大変お疲れ様でございます。次の首相が早く決まるこ

とを心から願う次第でもございます。 

  それでは、本日、提案させていただきます案件でございますが、 

  人事案件が１件、条例の廃止及び一部改正、財産取得に関する議決案件、令和２年度補正予

算などの議案が９件、令和元年度決算の認定案件が７件、報告案件が６件の合計２３件でござ

います。 

  議員の皆さまに御審議いただく前に、順を追って案件の概略を申し述べます。 

  報告第１号は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が下がった介護保険の第１号被

保険者に対し、支援策として介護保険料の減額または免除する減免要件を追加するため専決処

分いたしました「安堵町介護保険条例の一部を改正する条例」の承認を求めるものでございま

す。 

  次に報告第２号は、新型コロナウイルス感染症対策として、公共施設等の環境整備や教育支

援など、国の第２次補正予算による「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」等

を受けて、早急に進める事業に係る経費を増額補正するため専決処分いたしました「令和２年

度安堵町一般会計補正予算（補正第３号）」の承認を求めるものでございます。 

  次に報告第３号は、同じく、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域経済や住民生活

を早急に支援する地域振興券事業に伴う増額補正をするため専決処分いたしました「令和２年

度安堵町一般会計補正予算（補正第４号）」の承認を求めるものでございます。 

  続いて議案第１号は、安堵町教育委員会委員の任命についてでございます。同委員である谷

野美保子氏の任期が、令和２年９月３０日をもって任期満了となります。そこで新たに教育委

員として大谷佳代子氏を任命することについて、議会の同意を求めるものでございます。 

  次に議案第２号は、消防団員が死亡し、または障害の状態になった場合において授与する賞

じゅつ金の財源として設置しておりました、賞じゅつ金基金をその役目を果たしたと判断し、

廃止するための「安堵町消防賞じゅつ金基金条例の設置、管理及び処分に関する条例の廃止に

ついて」でございます。 

  次に議案第３号は、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、安堵町介護
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保険条例に係る延滞金の規定について、所要の改正を行う「安堵町介護保険条例の一部を改正

する条例について」でございます。 

  次に議案第４号は、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、安堵町後期

高齢者医療に関する条例に係る延滞金の規定について、所要の改正を行う「安堵町後期高齢者

医療に関する条例の一部を改正する条例について」でございます。 

  次に議案第５号「令和２年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）について」住民票及び

印鑑証明のコンビニ交付サービス導入事業費、マイナンバーカード交付に係るシステム改修費

や発行委任事務負担金の増額、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者への支援や福

祉保健センターの環境整備事業、休日応急診療施設整備に伴う負担金の増額、感染症予防補助

金の精算による償還金及び小学校大規模トイレ改修、並びに消防賞じゅつ金基金廃止による繰

入れ、国庫補助額等の確定のための財源更正、臨時財政対策債確定による地方債補正などに伴

う増額補正でございます。 

  次に議案第６号の「令和２年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第

２号）について」は、介護給付費負担金等の超過交付の返還及び追加交付並びに介護給付費準

備基金への積み立てがあったための増額補正でございます。 

  次に議案第７号は、令和２年度の奈良県共同調達にて落札した業者と、予定価格７００万円

以上の財産の取得に議会の議決が必要な、役場で使用する執務用パソコン等の購入に係る契約

を締結するための「令和２年度奈良県共同調達したパソコン等の購入契約の締結について」で

ございます。 

  次に議案第８号は、同じく、予定価格７００万円以上の財産の取得に議会の議決が必要な、

町立学校で使用する校務用パソコン等の購入に係る契約を締結するための「令和２年度奈良県

共同調達したパソコン等（教育委員会）の購入契約の締結について」でございます。 

  次に議案第９号は、令和２年度に繰り越した奈良県域ＧＩＧＡスクール構想実現に係る令和

元年度補正予算にて、予定価格７００万円以上の財産の取得に議会の議決が必要な児童生徒学

習用パソコン等の購入に係る契約を締結するための「奈良県域ＧＩＧＡスクール構想実現のた

めの情報端末機器売買契約（令和元年度補正予算）の締結について」でございます。 

  次に議案第１０号は、同じく奈良県域ＧＩＧＡスクール構想実現に係る令和２年度補正予算

について、予定価格７００万円以上の財産の取得に議会の議決が必要な児童生徒学習用パソコ

ン等の購入に係る契約を締結するための「奈良県域ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報端

末機器売買契約（令和２年度補正予算）の締結について」でございます。 

  続きまして認定第１号は「令和元年度安堵町一般会計歳入歳出決算の認定について」でござ

います。 

  次に認定第２号は「令和元年度安堵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」
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でございます。 

  次に認定第３号は「令和元年度安堵町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」でございます。 

  次に認定第４号は「令和元年度安堵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」で

ございます。 

  次に認定第５号は「令和元年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算の認

定について」でございます。 

  次に認定第６号は「令和元年度安堵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」

でございます。 

  次に認定第７号は「令和元年度安堵町水道事業会計決算の認定について」でございます。 

  続きまして報告第４号の「令和元年度決算に係る健全化判断比率報告書について」は、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき報告するものでございます。 

  次に報告第５号「令和元年度決算に係る資金不足比率報告書について」につきましても、同

法律に基づき報告するものでございます。 

  次に報告第６号の「令和元年度安堵町土地開発公社決算の報告について」は、収益的収入及

び支出については、収入５００円、支出０円、差引額５００円となりました。資本的収入及び

支出については、収入支出ともに、３７万９，５７６円の同額で差引０円でございます。 

  以上、簡単に説明をいたしましたが、詳細はその都度担当課長より説明をさせますので、御

審議、御承認、御可決を賜りますようお願い申し上げ、開会にあたりましての挨拶とさせてい

ただきます。 

  以上でございます。 

 

議長（福井保夫） 本日の議事は、お手元に配付しております議事日程に従い進めてまいります。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、安堵町議会会議規則第１２０条の規定により、３番 三浦博

議員、４番 山岡敏議員を指名します。両議員には会期中よろしくお願いいたします。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第２「会期の決定」を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から１８日までの１７日間にしたいと思います。 

  御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 

  本定例会の会期は、本日から１８日までの１７日間とすることに決定しました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第３「諸般の報告」を行います。 

  ２件あります。 

  まず、議員勉強会について。 

  ８月２１日に「小中一貫教育制度について」議員勉強会を開催しました。かねてから安堵町

立学校における魅力ある教育の推進について委員会で協議したり、私も何度か一般質問して答

弁を求めるなど、当議会において関心の高いテーマであります。小中一貫教育制度に平成２８

年度から新たに義務教育学校が加わりました。それぞれの特徴について教育委員会職員から解

説してもらいました。今回の勉強会は、まず議員が情報を共有することを目的として開催しま

したので、望ましい方向性については、今後理事者側と共に協議を重ねていきたいと考えてい

ますのでよろしくお願いします。 

  次に、「行政監査報告について」地方自治法第１９９条第２項の規定により、８月２０日に

行政監査が実施され、その結果は、町長及び議長宛に監査委員連名で提出されました。この報

告書を受け、効率的な行政運営を遂行していく上で、理事者側の関係者の皆さんはもちろんの

こと、併せて我々議員も認識しておく必要はあると考えますので、監査委員を代表して議会選

出監査委員である森田議員から、改めて報告していただきたいと思います。 

 

議会選出監査委員（森田 瞳） 議長。 

 

議長（福井保夫） 森田議員。 

 

（森田議会選出監査委員 登壇） 

 

議会選出監査委員（森田 瞳） それでは令和２年８月２０日に実施いたしました行政監査の結果に

ついて、監査委員を代表いたしまして私から報告をいたします。 

  １番、町税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の滞納分について 
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  令和元年度における町税等滞納者に対し督促状を送付した結果、その収納率は次のとおりで

ある。 

  町税５２．９％、国民健康保険税２４．３％、後期高齢者医療保険料６１．５％。今後も、

徴収対策室を効果的に活かして滞納額の縮小に努められたい。 

  ２番、公共交通対策事業について 

  コミュニティバス運行事業。 

  安堵町コミュニティバスは、中通りコースと南回りコースの二つの路線がある。 便数につ

いては昨年見直しされましたが、乗車人数が伸び悩み、運行経費が高く推移しています。方策

といたしまして、かつての奈良交通のバス路線（法隆寺駅～平端駅間）を復活させた中通りコ

ースを増便する一方、南回りコースについては、町内循環バスに替えるなど、運行について再

考する時機にきていると思われます。 

  タクシー運賃助成事業。 

  コミュニティバスの運行が不可能な地域の住民を対象としたタクシー運賃の一部助成事業

は、平成２７年に移動範囲が拡充されたが、利用者等が極めて少ない。利用しやすい対策を講

じる必要があると思われます。 

  公共事業は、費用対効果を度外視することはできません。よって、当該公共交通対策事業関

係について、利用状況と一般財源の負担状況の実態を鑑みて、住民にとってより利活用される

形態であると同時に、効果的な事業運営を図られたい。 

  ３番、職員の健康管理について 

  昨今、療養のために病気休暇を取得する職員が増加している。要因の一つとして、職員の長

期にわたる病気休暇は、他の職員に負担がかかり、その負担が加重となった職員が体調不良に

なる、というように悪循環が生じている。よって、行政運営に支障がないよう、普段から自身

の健康、身近な職員の健康にも十分留意し、健康管理講習会等を開催して健康維持・増進を意

識付ける等、健全な職場環境づくりに努められたい。 

  ４番、清掃業務について 

  次期契約時は、次のことについて留意されたい。 

  業務委託内容。 

  庁舎内や各施設内のごみ回収、床掃除等、職員で対応できることは職員が行う。 清掃委託

日数を減少すると共に経費の節減をはかり、委託業務内容を精査する。 

  契約形態。 

  施設ごとに締結している契約を役場庁舎と、町が管理する全施設にかかる委託業務を一括し

て契約することにより、契約金額の抑制を図られたい。 

  委託事業の契約方法について。 
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  事業全般について言えることだが、業務委託先は、指名競争入札または一般競争入札により

決定することが適切であるが、随意契約が必要な場合は、適正な根拠を明確にすることが重要

である。単に「従来から同じ業者であるから」、また「委託しようとすることに精通している

から」等という安易な理由による契約は厳に慎まれたい。 

  以上、行政監査報告の結果を報告いたしました。 

 

議長（福井保夫） これで諸般の報告を終わります。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第４「行政報告」を行います。 

 

町長（西本安博） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。西本町長。 

 

（西本町長 登壇） 

 

町長（西本安博） それでは、行政報告を行います。 

  新型コロナウイルス感染症の第２波の影響により、毎年恒例でありました７月の「差別をな

くす町民集会」、８月の「ふれあい盆踊り大会」、９月の「クリーンアップ大作戦」、「敬老

の集い」、１１月の「産業フェスティバル」「文化祭」、１２月の「カラオケ大会」など各種

イベントは中止となっております。 

  次に、新型コロナウイルス感染症対策の諸施策についてでございます。これは主だったもの

を申し上げます。 

  国の特別定額給付金による一人１０万円の給付が８月１１日をもって完了いたしましたの

で状況を報告いたします。住民数７，３７７人に対し７，３５８人からの申請があり、給付率

は９９．７％でございます。 

  また、国の子育て世帯への臨時特別給付金への上乗せ給付事業は、給付対象児童７０６人分

の給付を完了し、ひとり親世帯への臨時給付金事業は給付対象児童数９７人に対し給付を完了

いたしております。 

  続きまして、専決処分いたしました、国の第２次補正予算に係る地方創生臨時交付金事業に

つきましては、防災活動支援事業として、避難所へのマスク、消毒用アルコール、非接触体温
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計と段ボールによる間仕切りやベッドの配備を只今行っているところでございます。 

  次に、衛生用品配布事業として、納品が遅れておりました高齢者に対するマスクの配布を９

月４日までに納品が完了することで、直ちに順に発送する予定でございます。遅れたことを申

し訳ないと思っております。 

  そして、住民の方々が注目の地域振興券につきましては９月１日を基準日とした町内の世帯

主に対し、２万円の地域振興券を発行をしてまいります。１０月１日から御利用いただけるよ

うに只今、準備を進めております。対象は町内４９事業所となっております。 

  加えて、住民票の写しと印鑑登録証明書のコンビニ交付を実施いたします。只今準備作業中

であり、開始時期は今年度中を予定しております。 

  また、ごみ処理につきましても８月より天理市の嘉幡の現有施設で受け入れてもらうことで、

町の環境美化センターの焼却炉は中止をいたしております。 

  以上でございます。 

 

教育長（辰己秀雄） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。教育長。 

 

（辰己教育長 登壇） 

 

教育長（辰己秀雄） 失礼します。教育委員会 辰己です。引き続き、教育委員会関係の御報告を申

し上げたいと思います。 

   安堵町教育委員会では本年度に入り、これまで新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴っ

て、臨時休業措置や、分散登校を実施してまいりましたが、児童生徒の授業時間数の確保、教

育課程の適切な執行に配慮し、安堵町立学校におきましては１学期を８月７日までと延長し、

８月８日から８月２３日までを短縮した夏期休業とさせていただき、８月２４日月曜日より第

２学期を始業しております。 

  この間、安堵小学校の給食室の老朽化に伴い、学校給食センターにおいて共同調理に向けた

移行作業を終え、８月３１日より小・中学校の給食実施を開始させていただいております。今

後２学期の様々な行事におきましても、熱中症対応、新型コロナウイルス感染症拡大防止に格

段の配慮に努め、こども園、小・中学校との連携を深めながら、その見直しも進めてまいりた

いと考えておりますので、園児、児童生徒、保護者、そして町民の皆さま方の御理解、御協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

  以上でございます。 
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議長（福井保夫） 教育長、冬休み等は別に影響無い訳ですか、今のところ。 

  その場で結構です。 

 

教育長（辰己秀雄） 今のところ、現在の各小・中学校の報告では、ほぼ臨時休業や分散登校等を利

用させていただいて減じた授業時数については、ほぼ内容的にいけるだろうという見通しを持

っておられます。 

  ただ、現在２波等のさなかにございますので、今後、順調に学校運営が適切にできましたら、

ほぼそれに追いつく可能性が高いという状況報告をいただいております。 

 

議長（福井保夫） はい。わかりました。 

  他に、ありませんですね。 

  これで行政報告は終わりました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第５ 報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（安堵町介護保険

条例の一部を改正する条例について）」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

健康福祉課長（井上育久） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。井上健康福祉課長。 

 

（井上健康福祉課長 登壇） 

 

健康福祉課長（井上育久） おはようございます。健康福祉課、井上でございます。よろしくお願い

します。 

  報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（安堵町介護保険条例の一部を改正する

条例について）」それでは説明させていただきます。 

  本改正につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった、

介護保険の第１号被保険者に対し、その者に係る介護保険料の減額または免除を行うための支

援策として、減免要件を改正するものでございます。 
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  改正内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がっ

た、介護保険の第１号被保険者に対し、その者に係る介護保険料の減額または免除を行うもの

でございます。 

  また、本件につきましては、対象者に早急に対応する必要があるため、専決させていただき、

令和２年度介護保険料の第１期納期限が７月末に到来するまでに申請を行う必要があるため令

和２年６月３０日公布にさせていただきました。 

  次に、詳細につきまして新旧対照表、１ページから２ページをお願いします。 

  第８条第１項につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込

まれる場合等における第１号被保険者の介護保険料の減額または免除に関する規定の追加でご

ざいます。 

  続きまして、第８条第２項につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による、第１

号被保険者の介護保険料の減額または免除に関する申請の手続きの特例に関する規定の追加で

ございます。 

  以上でございます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

  報告第１号 

専決処分の承認を求めることについて（安堵町介護保険条例の一部を 

   改正する条例について） 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、安堵町介護保険

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これ

を報告し議会の承認を求める。 

  令和２年９月２日 報告 

安堵町長 西本 安博   

次のページをお願いいたします。 

専決処分書 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、安堵町介護保険

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。 

  令和２年６月３０日 専決 

安堵町長 西本 安博   

健康福祉課長（井上育久） 本文につきましては先ほどの説明と重複いたしますので割愛させていた

だきます。 

  以上でございます。 

  御審議、御承認、よろしくお願いします。 



15 

 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略して、採決いたします。 

  これより、報告第１号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案を原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 

  報告第１号は、原案のとおり承認されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫）日程第６ 報告第２号「専決処分の承認を求めることについて（令和２年度安堵町

一般会計補正予算（補正第３号）について）」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。富井総合政策課長。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい。 

 

（富井総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富井文枝） おはようございます。総合政策課、富井でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。それでは報告第２号「専決処分の承認を求めることについて（令和２年度
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安堵町一般会計補正予算（補正第３号）について）」御説明させていただきます。 

  本補正につきましては、歳入歳出それぞれ３，８５６万９，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ４５億８，５３４万９，０００円といたします。 

  補正理由につきましては、国の第２次補正予算により、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金が拡充され、その事業実施のため所要の経費の増額補正でございます。 

  具体的には、公共的空間等安全・安心確保事業、衛生用品配布・備蓄事業、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止臨時支援金事業、夏休み短縮に伴う熱中症対策事業、防災活動支援事業、認

定こども園環境整備の充実事業、小学校配膳室整備事業でございます。 

  次に、低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金の給付事務にかかる経費の増額補正でござ

います。 

  三つ目といたしましては、町立学校の感染症対策等への教職員の負担軽減に資する、人材配

置等の経費を増額補正するものでございます。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の影響を緩和する早急な対応が必要なため専決処分とさせ

ていただき、専決日は、事業確定をいたしました７月１６日とさせていただきました。 

  それでは、補正予算書９ページ、１０ページを御覧ください。 

  歳出についてでございます。 

  ２款 総務費、１項 総務管理費におきまして、１０目 新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金事業費におきまして、消耗品として１，７２６万９，０００円、通信運搬費

として１６９万４，０００円、委託費として３０万円、施設改修工事費として４３９万６，０

００円、備品購入費として１，１６８万９，０００円、感染拡大防止臨時支援金として７０万

円の、計３，６０４万８，０００円の増額補正でございます。 

  次に、３款 民生費、２項 児童福祉費におきまして、消耗品等事務費として合計１９万９，

０００円の増額補正でございます。 

  次に、９款 教育費、１項 教育総務費におきまして、スクールサポーター配置等経費とし

て計２３２万２，０００円の増額補正でございます。 

  この財源といたしまして、歳入について、補正予算書７ページ、８ページを御覧ください。 

  １４款 国庫支出金、２項 国庫補助金で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金として３，６８２万３，０００円、母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金として１９万

９，０００円の増額補正でございます。 

  次に、１５款 県支出金、２項 県補助金で、スクールサポート・スタッフ配置促進事業費

補助金として１５４万７，０００円の増額補正でございます。 

  それでは議案書を朗読いたします。 

  報告第２号 
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専決処分の承認を求めることについて（令和２年度安堵町一般会計 

   補正予算（補正第３号）について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、令和２年度安堵

町一般会計補正予算（補正第３号）を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

り、これを報告し議会の承認を求める。 

  令和２年９月２日 報告 

安堵町長 西本 安博 

 

総合政策課長（富井文枝） 次に、専決処分書を朗読いたします。 

専決処分書 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、令和２年度安堵

町一般会計補正予算（補正第３号）を別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和２年７月１６日 専決 

安堵町長 西本 安博 

 

総合政策課長（富井文枝） 続きまして、補正予算書の１ページをお開きください。 

令和２年度安堵町一般会計補正予算（補正第３号） 

  令和２年度安堵町一般会計補正予算（補正第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，８５６万９，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億８，５３４万９，０００円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和２年７月１６日 専決 

安堵町長 西本 安博 

 

総合政策課長（富井文枝） 補正予算書の２ページをお願いいたします。 

  第１表 歳入歳出予算補正 

  歳入の部。 

  １４款 国庫支出金、２項 国庫補助金、補正前の額１０億５，８９１万５，０００円、補

正額３，７０２万２，０００円、計１０億９，５９３万７，０００円。 

  １５款 県支出金、２項 県補助金、補正前の額４，４５４万１，０００円、補正額１５４
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万７，０００円、計４，６０８万８，０００円。 

  歳入合計。 

  補正前の額４５億４，６７８万円、補正額３，８５６万９，０００円、計４５億８，５３４

万９，０００円。 

  続きまして、３ページをお願いいたします。 

  歳出の部。 

  ２款 総務費、１項 総務管理費、補正前の額１２億３，２２３万８，０００円、補正額３，

６０４万８，０００円、計１２億６，８２８万６，０００円。 

  ３款 民生費、２項 児童福祉費、補正前の額３億７，１２６万３，０００円、補正額１９

万９，０００円、計３億７，１４６万２，０００円。 

  ９款 教育費、１項 教育総務費、補正前の額１億７４１万４，０００円、補正額２３２万

２，０００円、計１億９７３万６，０００円。 

  歳出合計。 

  補正前の額４５億４，６７８万円、補正額３，８５６万９，０００円、計４５億８，５３４

万９，０００円。 

  次のページ以降の事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重複いたしますので割愛を

させていただきます。 

  御審議、御承認のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略して、採決いたします。 

  これより、報告第２号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案を原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 
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  報告第２号は、原案のとおり承認されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫）日程第７ 報告第３号「専決処分の承認を求めることについて（令和２年度安堵町

一般会計補正予算（補正第４号）について）」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。富井総合政策課長。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい。 

 

（富井総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富井文枝） 総合政策課、富井でございます。 

  それでは報告第３号「専決処分の承認を求めることについて（令和２年度安堵町一般会計補

正予算（補正第４号）について）」御説明をさせていただきます。 

  本補正につきましては、歳入歳出それぞれ７，９００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４６億６，４３４万９，０００円といたします。 

  補正理由につきましては、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用し、

住民の生活支援と、地域内消費喚起等を目的に、全世帯に対する地域振興券事業実施に向け所

要の経費の補正予算でございます。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の影響を緩和する早急な対応を要するため専決処分とさせ

ていただき、専決日は、事業が確定し、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金」の活用に加え、県の「県内消費喚起支援事業」補助金交付の内示がありました８月６日

とさせていただきました。 

  それでは補正予算書９ページ、１０ページを御覧ください。 

  歳出についてでございます。 

  ２款 総務費、１項 総務管理費におきまして、地域振興券作成等経費として需要費１８７

万２，０００円、送料等、通信運搬費として２３９万円、地域振興券、換金及びシステム改修

費等、委託費として７，４７３万８，０００円の増額補正でございます。 
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  この財源といたしましては、１ページ戻っていただきまして補正予算書７ページ、８ページ

を御覧ください。 

  歳入についてでございます。 

  １４款 国庫支出金、２項 国庫補助金で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金として４，２００万円の増額補正でございます。 

  １５款 県支出金、２項 県補助金、県内消費喚起支援事業補助金で３，７００万円の増額

補正でございます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

  報告第３号 

専決処分の承認を求めることについて（令和２年度安堵町一般会計補正予算 

   （補正第４号）について） 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、令和２年度安堵

町一般会計補正予算（補正第４号）を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

り、これを報告し議会の承認を求める。 

  令和２年９月２日 報告 

安堵町長 西本 安博  

 

総合政策課長（富井文枝） 次に、専決処分書を朗読いたします。 

専決処分書 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、令和２年度安堵

町一般会計補正予算（補正第４号）を別紙のとおり専決処分する。 

  令和２年８月６日 専決 

安堵町長 西本 安博  

 

総合政策課長（富井文枝） 続きまして、補正予算書の１ページをお願いいたします。 

令和２年度安堵町一般会計補正予算（補正第４号） 

  令和２年度安堵町一般会計補正予算（補正第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７，９００万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４６億６，４３４万９，０００円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和２年８月６日 専決 
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安堵町長 西本 安博  

 

総合政策課長（富井文枝） 補正予算書の２ページをお願いいたします。 

  第１表 歳入歳出予算補正 

  歳入の部。 

  １４款 国庫支出金、２項 国庫補助金、補正前の額１０億９，５９３万７，０００円、補

正額４，２００万円、計１１億３，７９３万７，０００円。 

  １５款 県支出金、２項 県補助金、補正前の額４，６０８万８，０００円、補正額３，７

００万円、計８，３０８万８，０００円。 

  歳入合計。 

  補正前の額４５億８，５３４万９，０００円、補正額７，９００万円、計４６億６，４３４

万９，０００円。 

  続きまして、３ページをお願いいたします。 

  歳出の部。 

  ２款 総務費、１項 総務管理費、補正前の額１２億６，８２８万６，０００円、補正額７，

９００万円、計１３億４，７２８万６，０００円。 

  歳出合計。 

  補正前の額４５億８，５３４万９，０００円、補正額７，９００万円、計４６億６，４３４

万９，０００円。 

  次のページ以降の事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重複いたしますので割愛を

させていただきます。 

  御審議、御承認のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略して、採決いたします。 

  これより、報告第３号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案を原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 

  報告第３号は、原案のとおり承認されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第８ 議案第１号「安堵町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

総務課長（吉田裕一） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。吉田総務課長。 

 

（吉田総務課長 登壇） 

 

総務課長（吉田裕一） おはようございます。総務課の吉田裕一でございます。よろしくお願いいた

します。それでは、御説明させていただきます。 

  議案第１号「安堵町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」 

  本件は児童生徒の保護者として長年、積極的に学校教育に参画し、学校教育の推進に御尽力

いただきました安堵町教育委員 谷野美保子氏が、令和２年９月３０日をもって４年の任期が

満了になります。そこで、その後任といたしまして同じく生徒児童の保護者として、だいどう

幼稚園本部役員や安堵小学校ＰＴＡ保健体育委員長などを歴任されております大谷佳代子氏を

安堵町教育委員に任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定に基づきまして、議会の同意をお願いするものでございます。 

  なお、任期につきましては令和２年１０月１日から令和６年の９月３０日までの４年間でご

ざいます。 

  それでは、議案書を朗読させていただきます。 

  議案第１号 

安堵町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  下記の者を安堵町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する
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法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博 

記 

住  所    奈良県生駒郡安堵町大字かしの木台二丁目１番地の１６ 

氏  名    大谷 佳代子 

昭和５０年１２月６日生（４４歳） 

 

総務課長（吉田裕一） 以上、御同意賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略して、採決いたします。 

  これより、議案第１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第９ 議案第２号「安堵町消防賞じゅつ金基金条例の設置、管理及び処分に

関する条例の廃止について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

総務課長（吉田裕一） はい、議長。 
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議長（福井保夫） はい。吉田総務課長。 

 

（吉田総務課長 登壇） 

 

総務課長（吉田裕一） 総務課の吉田裕一でございます。よろしくお願いいたします。それでは御説

明させていただきます。 

  議案第２号「安堵町消防賞じゅつ金基金条例の設置、管理及び処分に関する条例の廃止につ

いて」 

  本件は消防団員が死亡し、または障害の状態になった場合において、賞じゅつ金を授与する

ため昭和６２年に当該基金条例を制定いたしました。しかしながら、賞じゅつ金の授与実績も

なく、現在は、他制度による消防団員に対する公務災害補償、死亡または障害補償等の福祉事

業に加入しているため、その役目を果たしたと判断いたしまして、当該条例を廃止するもので

ございます。 

  施行期日につきましては、今年度末、令和３年３月３１日とさせていただきます。 

  また、基金廃止に伴い、令和２年度歳入歳出一般会計補正予算にて、繰入金として計上をさ

せていただきます。 

  それでは、議案書を朗読させていただきます。 

  議案第２号 

安堵町消防賞じゅつ金基金条例の設置、管理及び処分に関する条例の廃止について 

  安堵町消防賞じゅつ金基金条例の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例を別紙の

とおり提出する。 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博  

 

総務課長（吉田裕一） 本文につきましては、先ほどの説明と重複いたしますので割愛させていただ

きます。 

  どうぞ御審議、御可決のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

８番（森田 瞳） はい、議長。 
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議長（福井保夫） はい。森田議員。 

 

８番（森田 瞳） 今、この条例の廃止について、ということで説明いただきました。 

  ちょっとお伺いいたしますけども、この賞じゅつ金、現在の基金の残高をお教えください。 

 

議長（福井保夫） その場で結構です。 

 

総務課長（吉田裕一） 申し訳ございません、今、手元に金額の資料を持っておりません。申し訳ご

ざいません。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。富井課長。 

 

総合政策課長（富井文枝） お手元にお配りしております決算書の１２５ページでございますが、消

防賞じゅつ金の令和元年度決算末残高は３，６４３万１，２６９円となっております。 

  以上でございます。 

 

８番（森田 瞳） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。森田議員。 

 

８番（森田 瞳） ありがとうございます。３，６００万うんぬんということで今、説明ございまし

たけども、これは、全てのこの金額をこの条例を廃止することによって、財政調整基金に積み

重ねて運用されていくというような、その辺の説明ありましたな。その辺の説明あったと思う

んです。財調の基金の方に積み重ねていく。その会計処理はどうするんですか、会計処理。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。富井課長。 

 

総合政策課長（富井文枝） 次の、議案第５号の補正予算第５号で、御説明をさせていただきますが、

一般会計の方に一旦、基金を取り崩して、入れさせていただくようなかたちで、令和２年度、
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清算をしようと考えております。 

  以上でございます。 

 

８番（森田 瞳） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。森田議員。 

 

８番（森田 瞳） ここの賞じゅつ金の性質の中で、その説明がございました。一般会計に一旦繰り

入れて、それからまた基金の方へ繰り込むということ。ちょっとその辺のこと、総務課長、以

後この辺のことにつきましては、まず残高、調べていただいたということもありましたし、そ

の金額をどういうように、これから基金に運用していくのか、ということも併せて説明してい

ただかないと、いかんのじゃないかなと、今後ちょっとその辺のことに気を付けて、よろしく

お願いしておきます。 

  以上です。 

 

議長（福井保夫） 他に、質疑ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 無いようですので、これより討論を行います。 

  討論、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第２号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり採決することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第２号は、原案のとおり可決されました。 



27 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第１０ 議案第３号「安堵町介護保険条例の一部を改正する条例について」

を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

健康福祉課長（井上育久） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。井上健康福祉課長。 

 

（井上健康福祉課長 登壇） 

 

健康福祉課長（井上育久） 健康福祉課の井上です。よろしくお願いします。 

  議案第３号「安堵町介護保険条例の一部を改正する条例について」、それでは説明させてい

ただきます。 

  本改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）が公布さ

れたことに伴い、安堵町介護保険条例について所要の改正を行うものでございます。改正内容

といたしましては、延滞金の割合等の特例について規定の整備を行うため、所要の改正を行う

ものでございます。 

  詳細につきましては、新旧対照表１ページをお願いいたします。 

  改正につきましては、全て、法律改正に伴う文言整備となっております。 

  施行期日につきましては令和３年１月１日からです。 

  以上でございます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

  議案第３号 

安堵町介護保険条例の一部を改正する条例について 

  安堵町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博  

 

健康福祉課長（井上育久） 次のページ以降の本文につきましては、先に説明させていただいた内容

と重複いたしますので割愛させていただきます。 
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  御審議、御可決のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第３号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第１１ 議案第４号「安堵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

住民課長（増田篤人） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。増田住民課長。 
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（増田住民課長 登壇） 

 

住民課長（増田篤人） おはようございます。住民課、増田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

  議案第４号「安堵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について」説明させ

ていただきます。 

  本件につきましては、議案第３号 安堵町介護保険条例の一部改正と同様に、租税特別措置

法の延滞金等の特例規定の改正に伴い地方税法等の一部が改正されたことから、所要の条例を

改正するものでございます。改正内容といたしましては、本町の後期高齢者医療保険料に係る

延滞金の特例規定の改正を行うものでございます。 

  詳細につきましては、議案書の３ページ、新旧対照表をお願いいたします。 

  主な改正内容といたしましては「特例基準割合」が「延滞金特例基準割合」と、文言の整備

を行っております。 

  以上でございます。 

  なお、この条例の施行日は令和３年１月１日とさせていただきます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

  議案第４号 

安堵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

  安堵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博 

 

住民課長（増田篤人） 次のページ以降の本文につきましては、先に説明させていただいた内容と重

複いたしますので割愛させていただきます。 

  本件につきまして、御審議の上、御可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 
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  これより、討論を行います。 

  討論、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第４号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第１２ 議案第５号「令和２年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）に

ついて」を議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。富井総合政策課長。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい。 

 

（富井総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富井文枝） 総合政策課、富井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、議案第５号「令和２年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）について」御説

明をさせていただきます。 

  本補正につきましては、歳入歳出それぞれ８，１０９万１，０００円を追加し、歳入歳出総
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額を４７億４，５４４万円といたします。 

  補正理由につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている地域経済や住

民生活を支援し地方創生を図るため、第２次新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金事業として、感染拡大防止を図る目的の、福祉保健センターの環境整備及び町内の法人への

事業継続支援助成金事業実施に係る経費の増額補正でございます。 

  次に、マイナンバーカード関係では、住民票写しと印鑑証明のコンビニ交付サービス導入実

証事業、海外転出後の利用対応に伴うシステム改修経費及び交付件数の増加に伴う発行委任事

務負担金の増額補正並びに、戸籍附票システム改修に係る国庫補助の財源更正でございます。 

  三つ目といたしましては、三室休日応急診療所の新型コロナ感染症対応等施設改修工事費の

ため、休日応急診療施設組合負担金の増額補正でございます。また、予防接種等事業に対する

令和元年度の感染症予防事業等補助金において超過交付に伴う償還が必要となったため、係る

経費の増額補正でございます。 

  四つ目といたしましては、安堵小学校の大規模トイレ改修について、新型コロナウイルス感

染症予防の観点から、前倒しで学校施設環境改善交付金及び、第２次新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用し、早急に整備を進めるものでございます。 

  最後に、普通交付税及び臨時財政対策債の発行可能額の確定による歳入の財源更正と限度額

変更に伴う地方債補正及び消防賞じゅつ金基金の廃止に伴う基金繰入の財源更正でございます。 

  それでは、補正予算書の１３ページ、１４ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  ２款 総務費、１項 総務管理費、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

費におきまして、福祉保健センターにおける空調換気等環境整備工事として、工事請負費、設

計監理委託費合わせまして２，１５０万円、事業継続支援助成金として、その事務費も含めて

１，１０８万円の増額補正でございます。 

  次に、３項 戸籍・住民基本台帳費におきまして、委託料で、電算システム改修費８７４万

５，０００円、負担金補助及び交付金で、個人番号カード発行委任事務負担金４３８万４，０

００円の増額補正でございます。 

  ４款 衛生費、１項 保健衛生費におきまして、負担金補助及び交付金で、休日応急診療施

設組合負担金として１０３万９，０００円の増額補正。償還金利子及び割引料で、償還金とし

て１０２万円の増額補正でございます。 

  次に、１５ページ、１６ページをお願いいたします。 

  ９款 教育費、１項 教育総務費、工事請負費で、安堵小学校トイレ改修工事３，３３３万

５，０００円の増額補正でございます。 

  １２款 諸支出金、１項 基金費におきまして、積立金でマイナス２万２，０００円の減額
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補正でございます。 

  次に、補正予算書９ページ、１０ページをお開きください。 

  歳入についてでございます。 

  １０款 地方交付税、１項 地方交付税普通交付税で７，８９５万３，０００円の増額補正

でございます。 

  １４款 国庫支出金、２項 国庫補助金、総務国庫補助金におきまして、個人番号カード交

付事業費補助金で４３８万４，０００円、社会保障・税番号制度システム整備費補助金で７０

３万５，０００円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で５，４０６万３，０

００円の増額補正でございます。 

  次に、６目 教育費国庫補助金では、学校施設環境改善交付金として７９４万６，０００円

の増額補正でございます。 

  １６款 財産収入、１項 財産運用収入では、消防賞じゅつ金基金積立金利子としてマイナ

ス２万２，０００円の減額補正でございます。 

  次のページをお開きください。 

  １８款 繰入金、１項 基金繰入金、財政調整基金繰入金でマイナス１億２，０７６万円の

減額補正、消防償じゅつ金基金繰入金で３，６４４万２，０００円の増額補正でございます。 

  １９款 繰越金、１項 繰越金で１０８万５，０００円の増額補正。 

  ２０款 諸収入、３項 雑入で、コンビニ交付実証事業補助金で６６０万円の増額補正でご

ざいます。 

  最後に、２１款 町債、１項 町債で、臨時財政対策債で５３６万５，０００円の増額補正

でございます。 

  従いまして、補正予算書の４ページをお開きください。 

  第二表、地方債補正を御覧ください。 

  臨時財政対策債の限度額を７，８００万円から補正後８，３３６万５，０００円に変更いた

します。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

  議案第５号 

令和２年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定に基づき、令和２年度安堵

町一般会計補正予算（補正第５号）を別紙のとおり提出する。 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博 
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総合政策課長（富井文枝） 続きまして、補正予算書１ページをお願いいたします。 

 

  議案第５号 

令和２年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号） 

  令和２年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８，１０９万１，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億４，５４４万円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条 地方債補正の変更は、「第二表 地方債補正」による。 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博  

 

総合政策課長（富井文枝） 補正予算書２ページをお願いいたします。 

  第１表 歳入歳出予算補正 

  歳入の部。 

  １０款 地方交付税、１項 地方交付税、補正前の額１３億８，５９０万円、補正額７，８

９５万３，０００円、計１４億６，４８５万３，０００円。 

  １４款 国庫支出金、２項 国庫補助金、補正前の額１１億３，７９３万７，０００円、補

正額７，３４２万８，０００円、計１２億１，１３６万５，０００円。 

  １６款 財産収入、１項 財産運用収入、補正前の額７１万円、補正額マイナス２万２，０

００円、計６８万８，０００円。 

  １８款 繰入金、１項 基金繰入金、補正前の額３億５，０００万円、補正額マイナス８，

４３１万８，０００円、計２億６，５６８万２，０００円。 

  １９款 繰越金、１項 繰越金、補正前の額２，７４６万６，０００円、補正額１０８万５，

０００円、計２，８５５万１，０００円。 

  ２０款 諸収入、１項 雑入、補正前の額４，４３５万２，０００円、補正額６６０万円、

計５，０９５万２，０００円。 

  ２１款 町債、１項 町債、補正前の額３億４，６５０万円、補正額５３６万５，０００円、

計３億５，１８６万５，０００円。 

  歳入合計。 

  補正前の額４６億６，４３４万９，０００円、補正額８，１０９万１，０００円、計４７億
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４，５４４万円。 

  続きまして、３ページお願いいたします。 

  歳出の部。 

  ２款 総務費、１項 総務管理費、補正前の額１３億４，７２８万６，０００円、補正額３，

２５９万円、計１３億７，９８７万６，０００円。 

  ３項 戸籍・住民基本台帳費、補正前の額３，０１０万４，０００円、補正額１，３１２万

９，０００円、計４，３２３万３，０００円。 

  ４款 衛生費、１項 保健衛生費、補正前の額８，３９６万２，０００円、補正額２０５万

９，０００円、計８，６０２万１，０００円。 

  ９款 教育費、１項 教育総務費、補正前の額１億９７３万６，０００円、補正額３，３３

３万５，０００円、計１億４，３０７万１，０００円。 

  １２款 諸支出金、１項 基金費、補正前の額６２９万８，０００円、補正額マイナス２万

２，０００円、計６２７万６，０００円。 

  歳出合計。 

  補正前の額４６億６，４３４万９，０００円、補正額８，１０９万１，０００円、計４７億

４，５４４万円。 

  次のページ以降の第二表 地方債補正及び事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重

複をいたしますので割愛をさせていただきます。 

  以上でございます。 

  御審議、御可決のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっています議案第５号は総務産業建設常任委員会に付託したいと思いま

す。 

  御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号は、総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第１３ 議案第６号「令和２年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）

補正予算（補正第２号）について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

健康福祉課長（井上育久） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。井上健康福祉課長。 

 

（井上健康福祉課長 登壇） 

 

健康福祉課長（井上育久） 健康福祉課の井上です。よろしくお願いします。 

  議案第６号「令和２年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第２号）

について」、それでは説明させていただきます。 

  本補正につきましては、一つ目として、令和元年度に概算交付を受けておりました介護給付

費負担金、地域支援事業交付金及び低所得者軽減負担金について、実績に基づいて精算したと

ころ８１８万２，０００円の超過交付が生じ、令和２年度で返還するための増額補正と、令和

元年度の実績精算で追加交付を受けましたので、歳入の財源更正を行うための補正です。 

  二つ目として、決算の結果、剰余金が発生しましたので２，９２７万１，０００円を介護給

付費準備基金として積み立てを行うための補正です。 

  それでは、詳細につきまして補正予算書により説明させていただきます。 

  補正予算書９ページをお願いします。 

  歳出の部。 

  ４款 基金積立金、１項 基金積立金、１目 介護給付費準備基金積立金で２，９２７万１，

０００円の増額補正です。 

  ６款 諸支出金、１項 償還金及び還付加算金、３目 償還金で８１８万２，０００円の増

額補正です。 

  この財源といたしまして、１ページ戻っていただきまして７ページをお願いいたします。 
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  歳入の部。 

  ３款 国庫支出金、２項 国庫補助金、３目 地域支援事業交付金で３４５万８，０００円

の増額補正です。 

  ５款 県支出金、２項 県補助金、２目 地域支援事業交付金で１６４万１，０００円の増

額補正です。 

  ８款 繰越金、１項 繰越金、１目 繰越金で３，２３５万４，０００円の増額補正でござ

います。 

  以上でございます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

  議案第６号 

令和２年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第２号）について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定に基づき、令和２年度安堵

町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第２号）を別紙のとおり提出する。 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博  

 

健康福祉課長（井上育久） 補正予算書１ページをお願いいたします。 

 

  議案第６号 

令和２年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第２号） 

  令和２年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第２号）は、次に定

めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，７４５万３，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億６，２１７万１，０００円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博  

 

健康福祉課長（井上育久） 次のページをお願いします。 

  第１表 歳入歳出予算補正 

  歳入の部。 
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  ３款 国庫支出金、２項 国庫補助金、補正前の金額は３，６６１万８，０００円、補正額

３４５万８，０００円、計４，００７万６，０００円。 

  ５款 県支出金、２項 県補助金、補正前の額は７０１万８，０００円、補正額１６４万１，

０００円、計８６５万９，０００円。 

  ８款 繰越金、１項 繰越金、補正前の額１，０００円、補正額３，２３５万４，０００円、

計３，２３５万５，０００円。 

  歳入合計。 

  補正前の額は８億２，４７１万８，０００円、補正額３，７４５万３，０００円、計８億６，

２１７万１，０００円。 

  次のページをお願いします。 

  歳出の部。 

  ４款 基金積立金、１項 基金積立金、補正前の金額は６，０００円、補正額２，９２７万

１，０００円、計２，９２７万７，０００円。 

  ６款 諸支出金、１項 償還金及び還付加算金、補正前の額は８０万７，０００円、補正額

８１８万２，０００円、計８９８万９，０００円。 

  歳出合計。 

  補正前の額は８億２，４７１万８，０００円、補正額３，７４５万３，０００円、計８億６，

２１７万１，０００円。 

  次のページ以降の事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重複いたしますので割愛さ

せていただきます。 

  以上でございます。 

  御審議、御可決のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第６号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 只今、１１時２４分です。 

  暫時休憩いたします。約１５分ほど。よろしくお願いします。 

 

 

 

休 憩（午前１１時２４分） 

再 開（午前１１時３７分） 

 

 

 

議長（福井保夫） それでは休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  日程第１４ 議案第７号「令和２年度奈良県共同調達したパソコン等の購入契約の締結につ

いて」及び日程第１５ 議案第８号「令和２年度奈良県共同調達したパソコン等（教育委員会）

の購入契約の締結について」を一括議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

総務課長（吉田裕一） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。吉田総務課長。 

 

（吉田総務課長 登壇） 
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総務課長（吉田裕一） 総務課の吉田裕一でございます。よろしくお願いいたします。 

  議案第７号「令和２年度奈良県共同調達したパソコン等の購入契約の締結について」及び議

案第８号「令和２年度奈良県共同調達したパソコン等（教育委員会）の購入契約の締結につい

て」を一括で御説明させていただきます。 

  本件は、役場で使用する執務用パソコン３１台、及び町立学校で使用する校務用パソコン４

６台について、コンピューターが作動するためのソフトＷｉｎｄｏｗｓ７のサポートが切れて

おり、セキュリティ強化の観点から購入をいたしたく、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づきまして、予定価格７００万円以上の財産の取

得について議会の議決を求めるものでございます。 

  内容といたしましては、令和２年度の奈良県共同調達にて県内一括で実施されたパソコンの

一般競争入札の入札結果に基づきまして、各参加団体が随意契約するもので、共同調達時にお

ける安堵町の予定価格が７００万円以上を上回っていたため、議会の議決が必要になります。 

  なお購入の際の契約の金額は、入札結果により議案第７号の役場の執務用パソコンは４１１

万７，４１０円、議案第８号の町立学校の校務用パソコンは６０８万４，１００円となってお

ります。 

  購入契約の相手方はどちらも、株式会社大塚商会 ＬＡ関西営業部となっております。 

  それでは、議案書を朗読させていただきます。 

  議案第７号 

令和２年度奈良県共同調達したパソコン等の購入契約の締結について 

  令和２年度奈良県共同調達したパソコン等の購入契約の締結について次のとおり契約を締

結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

安堵村条例第２号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博  

記 

  １．契約の目的 パソコン等備品購入（３１台） 

  ２．契約の方法 随意契約 

  ３．契約の金額 ４１１万７，４１０円（うち消費税３７万４，３１０円） 

  ４．契約の相手方 大阪府大阪市福島区福島６丁目１４番１号 

   株式会社大塚商会 ＬＡ関西営業部 

   ＬＡ関西営業部長 南 英和 

  ５．予定価格 ７６３万９，２５２円（税込） 
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総務課長（吉田裕一） 続きまして、 

  議案第８号 

令和２年度奈良県共同調達したパソコン等（教育委員会）の購入契約の締結について 

  令和２年度奈良県共同調達したパソコン等（教育委員会）の購入契約の締結について次のと

おり契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年安堵村条例第２号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博  

記 

  １．契約の目的 パソコン等備品購入（４６台） 

  ２．契約の方法 随意契約 

  ３．契約の金額 ６０８万４，１００円（うち消費税５５万３，１００円） 

  ４．契約の相手方 大阪府大阪市福島区福島６丁目１４番１号 

   株式会社大塚商会 ＬＡ関西営業部 

   ＬＡ関西営業部長 南 英和 

  ５．予定価格 １，０８０万５，１４８円（税込） 

 

総務課長（吉田裕一） 以上、どうぞ御審議、御可決のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、一括して質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これより、１件ごとに討論及び採決を行います。 

  はじめに議案第７号について、討論、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第７号を採決します。 
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  この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 

議長（福井保夫） 次に、議案第８号について、討論、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第８号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第１６ 議案第９号「奈良県域ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報端末

機器売買契約（令和元年度補正予算）の締結について」及び日程第１７ 議案第１０号「奈良

県域ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報端末機器売買契約（令和２年度補正予算）の締結

について」を一括議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

教育総務課長（吉田彰宏） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。吉田教育総務課長。 
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（吉田教育総務課長 登壇） 

 

教育総務課長（吉田彰宏） 改めまして、おはようございます。教育総務課の吉田です。よろしくお

願いします。 

  議案第９号「奈良県域ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報端末機器売買契約（令和元年

度補正予算）の締結について」と議案第１０号「奈良県域ＧＩＧＡスクール構想実現のための

情報端末機器売買契約（令和２年度補正予算）の締結について」、一括して御説明させていた

だきます。 

  内容といたしましては、奈良県域ＧＩＧＡスクール構想、いわゆる教育のＩＣＴ環境の整備

の実現を目指して、奈良県と市町村の教育委員会の共同設置の、奈良県域ＧＩＧＡスクール構

想推進協議会が実施する、児童生徒用パソコンの共同調達につきまして、安堵町も参加し企画

提案方式（プロポーザル）によりまして、業者選定を実施し決定されました。 

  その内容に基づきまして、市町村ごとの随意契約となり、共同調達時点での予定価格が７０

０万円以上であるため、議会に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定により本契約を締結するため、本議会に上程するものでございます。 

  なお、議案第９号については、令和元年度補正予算での対応で、児童生徒用パソコン１８６

台分、議案第１０号につきましては、令和２年度補正予算対応分で、児童生徒用パソコン２２

４台分、合計４１０台分の情報機器端末の売買契約の締結についてでございます。 

  それでは、議案第９号の議案書を朗読いたします。 

  議案第９号 

奈良県域ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報端末機器売買契約 

   （令和元年度補正予算）の締結について 

  奈良県域ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報端末機器売買契約（令和元年度補正予算）

の締結について次のとおり契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年安堵村条例第２号）第３条の規定により、議会の議決を求

める。 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博 

記 

  １．契約の目的 児童生徒学習用パソコン等備品購入（１８６台） 

  ２．契約の方法 随意契約 

  ３．契約の金額 １，０２２万７，９５４円（うち消費税９２万９，８１４円） 
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  ４．契約の相手方 奈良県奈良市高天町１０－１ Ｔ．Ｔ．ビル４階 

   キステム株式会社 奈良本社 

   事業統括取締役 井門 英也 

  ５．予定価格 １，０２３万円（税込） 

 

教育総務課長（吉田彰宏） 次に、議案第１０号を朗読させていただきます。 

  議案第１０号 

奈良県域ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報端末機器売買契約 

   （令和２年度補正予算）の締結について 

  奈良県域ＧＩＧＡスクール構想実現のための情報端末機器売買契約（令和２年度補正予算）

の締結について次のとおり契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年安堵村条例第２号）第３条の規定により、議会の議決を求

める。 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博 

記 

  １．契約の目的 児童生徒学習用パソコン等備品購入（２２４台） 

  ２．契約の方法 随意契約 

  ３．契約の金額 １，２３１万７，５３６円（うち消費税１１１万９，７７６円） 

  ４．契約の相手方 奈良県奈良市高天町１０－１ Ｔ．Ｔ．ビル４階 

   キステム株式会社 奈良本社 

   事業統括取締役 井門 英也 

  ５．予定価格 １，２３２万円（税込） 

 

教育総務課長（吉田彰宏） 以上です。御審議、御可決のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、一括して質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

８番（森田 瞳） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。森田議員。 
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８番（森田 瞳） ちょっと教えていただきたいのですけども、令和元年度の補正予算、令和２年度

の補正予算ということで分けて、１８６台と２２４台、合計４１０台ですか、の購入というこ

とで、これは台数４１０台になるけども、小学校、中学校の両方ということでお聞きしており

ますけども、常々どちらの方の備品というのですか、管理をされていく訳ですか。 

 

教育総務課長（吉田彰宏） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。吉田教育総務課長。 

 

教育総務課長（吉田彰宏） どちらが管理される、ということでよろしいのでしょうか。 

 

８番（森田 瞳） どこへ置いとくの。 

 

教育総務課長（吉田彰宏） 小中学校、現場の方に置かせていただきます。小学校に２７８台、中学

校に１３０台、置いておきます。 

 

８番（森田 瞳） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。森田議員。 

 

８番（森田 瞳） そしたら、これはね、今、小学校、中学校で台数、今、計上されたけども、それ

は交代交代に要するにそれで実習、勉強していこう、利用していこう、ということなんですな。 

  小学校の生徒数にしたら絶対数足らへんし、中学校にしたら絶対数足らんということ。まだ

足らん分はあるんですか。 

 

教育総務課長（吉田彰宏） 自席より失礼します。小学校の生徒数２７０人分と、中学校１３０人分、

全員、網羅できることになっております。 

 

８番（森田 瞳） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。森田議員。 

 

８番（森田 瞳） そしたら、全児童に割り当てする機械を購入できた、する、ということですね。 
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教育総務課長（吉田彰宏） はい。そのとおりでございます。 

 

８番（森田 瞳） 全児童に。はい。ありがとうございます。 

 

議長（福井保夫） はい。その他、質疑ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） ただいま議題となっております議案第９号及び第１０号は文教厚生常任委員会に

付託したいと思います。 

  御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第９号及び議案第１０号は文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第１８ 発議第１号「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急

激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

８番（森田 瞳） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。森田議員。 

 

８番（森田 瞳） はい。 

 

（森田議員 登壇） 

 

８番（森田 瞳） それでは「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し
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地方税財源の確保を求める意見書」について説明いたします。 

  意見書の趣旨について説明をいたします。 

  新型コロナウイルスは世界中で猛威を奮い、我が国では今春緊急事態宣言が発せられました。

その後も依然として人々の日常生活及び社会経済に、甚大な打撃を与え、有効な打開策が見出

せない状態が続いています。 

  そのような中、地方税・地方交付税の大幅な減少等により、地方財政が厳しい状況になると

予想されます。 

  そこで、安定した行政サービスを持続させるために、地方税・地方交付税等の一般財源額の

確保・充実を国に強く求めるものです。 

  それでは、発議１号を朗読いたします。 

  議案第１号 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し 

   地方税財源の確保を求める意見書 

  上記の議案を別紙のとおり安堵町議会会議規則第１２条第１項の規定により提出します。 

  令和２年９月２日 提出 

提出者   安堵町議会議員   森田 瞳  

賛成者   安堵町議会議員   松田 勝  

安堵町議会議員   淺野 勉  

 

８番（森田 瞳） 続いて、別紙２を御説明いたします。 

  「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保

を求める意見書」 

  新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的・社会的影響をもたらしており、国民生

活への不安が続いている中で、地方税・地方交付税等の一般財源の激減が避けがたくなってい

る。 

  地方自治体は、福祉・医療、教育・子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性化、雇用

対策など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、今後の地方財

政は、かつてない厳しい状況になることが予想される。 

  よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実

に実現されるよう、強く要望する。 

記 

１ 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充実する

こと。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、
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償還財源を確保すること。 

２ 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよう総

額を確保すること。 

３ 令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収補てん措

置を講じるとともに、減収補てん債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的

に対応すること。 

４ 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方

税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有

効性・緊急性等を厳格に判断すること。 

５ 特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直し

は、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊急経

済対策として講じられた特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回

限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  令和２年９月２日 

奈良県安堵町議会  

  意 見 書 提 出 先 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大

臣、内閣官房長官、経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣 

 

８番（森田 瞳） でございます。以上、同志の御賛同よろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、発議第１号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第１９ 認定第１号「令和元年度安堵町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」から日程第２５ 認定第７号「令和元年度安堵町水道事業会計決算の認定について」まで

の７議案について一括議題とします。 

  只今、議題としました７議案について、提案理由の概要説明を求めます。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。富井総合政策課長。 

 

（富井総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富井文枝） 総合政策課、富井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、認定第１号から第７号「令和元年度安堵町一般会計」並びに各「特別会計歳入歳

出決算」及び「水道事業会計決算の認定」につきまして、一括して御説明させていただきます。 

  はじめに、令和元年度、我が国経済は海外需要は弱いものの、雇用・所得環境の改善等によ

り内需を中心に緩やかな回復が見られ、しかしながら１０月に実施しました消費税率の引き上

げに当たりましては、経済の回復に影響を与えてはならないとの観点から、軽減税率制度や臨

時そして特別の措置を講ずるなど各種対策等の実施により改革が進められたところでございま

す。 

  本町においては、令和元年度予算の方針に沿って執行し、本年５月末日の出納閉鎖後、決算

処理を行い、７月２０日から２７日の３日間の監査委員による決算審査を得まして、本年９月
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議会定例会において認定をお願いすべく上程するものでございます。 

  それでは、認定第１号から第７号までの議案書を朗読いたします。 

  まず、認定第１号～第６号 

令和元年度安堵町歳入歳出決算の認定について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定に基づき、令和元年度安堵

町歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会に提出し、認定を求める。 

 １ 令和元年度安堵町歳入歳出決算の認定について 

認定第１号 一般会計歳入歳出決算 

認定第２号 国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

認定第３号 住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算 

認定第４号 下水道事業特別会計歳入歳出決算 

認定第５号 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算 

認定第６号 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

 ２ 令和元年度安堵町各種会計別決算総括表、款別決算額比較表、決算書、実質収支に

 関する調書、決算事項別明細書、財産に関する調書 

 ３ 監査委員審査意見書 

 ４ 主要な施策の成果の説明書 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博  

 

総合政策課長（富井文枝） 決算書２ページをお願いいたします。令和元年度会計別決算総括表の

 一般会計。 

  予算額は３６億７，２２３万９，０００円に対しまして、歳入総額は３３億３，８０６万２，

７２４円。歳出総額は３２億８２０万５，０９３円となり、歳入歳出差引額は１億２，９８５

万７，６３１円となりました。 

  なお、翌年度へ繰り越すべき財源の繰越明許費繰越額５，３９２万４，１２０円を控除しま

した実質収支額は７，５９３万３，５１１円となり、翌年度へ繰り越しました。 

  歳入につきましては、前年度に比べマイナス４億１，９２０万１，０７７円の減となり、繰

入金、それから町債等が大幅に減額となりました。 

  歳出については、前年度に比べ、マイナス３億３，２３０万３，５７６円の減額となりまし

た。 

  次に各特別会計決算でございます。 

  国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、予算額１０億１，４１６万４，０００円
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に対しまして、歳入総額は９億３，７１８万９，９９０円、歳出総額は９億５，９５７万８，

５９３円となり歳入歳出差引額は、マイナス２，２３８万８，６０３円となりました。不足額

は翌年度繰上充用金をもって補てんいたしました。 

  次に、住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算につきまして、予算額は２，６８１万

２，０００円に対しまして、歳入総額は９８万８，４３０円、歳出総額は２，６７９万２，３

９２円となり、歳入歳出差引額は、マイナス２，５８０万３，９６２円となりました。不足額

は翌年度繰上充用金をもって補てんいたしました。 

  下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして、予算額は３億２３７万５，０００円に対し

まして、歳入総額は２億６，７０８万９，８６０円、歳出総額は２億６，７０８万９，８６０

円となり、歳入歳出差引額は０円となりました。 

  次に、介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算につきまして、予算額８億２６８万

５，０００円に対しまして、歳入総額は７億２，５２３万８，０８７円、歳出総額は６億９，

２８８万３，１０２円となり、歳入歳出差引額は３，２３５万４，９８５円となりました。翌

年度へ繰り越しをいたしました。 

  次に、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまして、予算額９，９００万円に対しま

して、歳入総額は９，８０１万３，３５２円、歳出総額は９，７９６万１５２円となり、歳入

歳出差引残高は５万３，２００円となり翌年度へ繰越いたしました。 

  総合計につきまして、予算額５９億１，７２７万５，０００円に対しまして、歳入総合計は

５３億６，６５８万２，４４３円、歳出総合計は５２億５，２５０万９，１９２円、歳入歳出

差引残高総合計は１億１，４０７万３，２５１円となり、内、繰越明許費繰越額は５，３９２

万４，１２０円、翌年度繰越額は６，０１４万９，１３１円となりました。 

  会計別決算総括表は、以上でございます。 

  次に、認定第７号「令和元年度安堵町水道事業会計決算の認定について」御説明をさせてい

ただきます。 

  令和元年度水道事業会計決算の認定につきましては、地方公営企業法に基づき、議会の認定

を求めるものでございます。 

  それでは、議案書を朗読をいたします。 

  認定第７号 

令和元年度安堵町水道事業会計決算の認定について 

  地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定に基づき、令和元年度

安堵町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会に提出し、認定を求める。 

  令和２年９月２日 提出 

安堵町長 西本 安博 
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総合政策課長（富井文枝） 次に、決算書の１２ページ、令和元年度安堵町水道事業報告書をお開き

ください。 

  中段の、経理状況を朗読致します。 

  収益的収支については、収入では営業収益１億４，２５２万２，８３７円と前年度に比べ、

マイナス０．３％の減となり、給水収益（水道料金収入）につきましては１億３，５６７万２

０５円で、その他営業収益を合わせた事業収益は１億６，４０４万６，９０９円でありました。 

  また、事業費用では人件費、受水費、動力費、企業債利息等の経費で１億５，００７万５，

８８４円となり、前年度に比べ２２５万６，０９５円の増となりました。 

  以上、収支差し引きいたしますと、１，３９７万１，０２５円の当年度純利益となり、前年

度繰越利益剰余金６億９，２０７万２，１３５円を加えますと、７億６０４万３，１６０円の

利益剰余金となりました。 

  以上、令和元年度安堵町一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算及び水道事業会計決算の状

況でございます。 

  御審議の上、認定賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） 続きまして、議会選任の監査委員に決算審査意見について報告を求めます。 

 

議会選出監査委員（森田 瞳） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。森田委員。 

 

（森田議会選出監査委員 登壇） 

 

議会選出監査委員（森田 瞳） それでは、監査委員による決算審査の結果について報告します。 

  これは、代表監査委員との合議によるものであることを最初に申し上げておきます。 

  はじめに、安堵町一般会計及び特別会計決算審査の結果について。 

  第１ 審査の対象 

  令和元年度の一般会計歳入歳出決算、 国民健康保険特別会計歳入歳出決算、住宅新築

資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算、 下水道事業特別会計歳入歳出決算、 介護保険

特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

  第２ 審査の期日 

  令和２年７月２０日、２２日、２７日 
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  第３ 審査の実施者 

  監査委員 徳久亮太郎、監査委員 森田瞳 

  第４ 審査の方法 

 審査に付された各決算書及び決算付属書類が、関係法令に準拠して作成されているか

どうかを確かめ、これらの計数の正確性を検証するため、関係帳簿その他証拠書類と

の照合等、通常実施すべき審査手続を実施したほか、必要と認めたその他の審査手続

を実施いたしました。会計管理者が所管している諸帳簿及び決算に関する証拠書類等

と照合し、また、関係職員から説明を聴取するとともに、定期監査及び例月現金出納

検査の結果を踏まえて審査を実施した。 

 なお、有価証券等については、７月２０日に確認を行いました。 

  第５ 審査の結果 

  審査に付された一般会計及び各特別会計の、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明

細書、実質収支に関する調書、及び財産に関する調書の各計数は、関係法令に準拠し

て作成され、誤りのないものと認められました。 

 また、各基金の運用状況についても、計数に誤りなく、適正に運用されているものと

認めました。 

  決算の概要は、決算審査意見書２ページ以降のとおりでございます。 

  審査意見を申し述べます。 

  財政調整基金は、経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合、災害により生じ

た経費の財源または災害により生じた減収を埋める場合、緊急に実施することが必要となった

大規模な土木その他建設事業の経費、その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充て

る場合等に活用する重要な基金である。 

  町の財政調整基金積立金は現在高６億６，５４１万２，０３４円であるが、今後、取り崩し

が続けられる場合、町人口の減少傾向、高齢者人口の増加による労働人口の減少傾向等に伴う

歳入の減額により、健全な財政基盤を維持することがますます困難な情勢になると見込まれ、

厳しい財政運営を余儀なくされる可能性が出てくるものと危惧される。 

  また、昨年１１月に実施された「安堵町財政健全化計画」の中で、歳出の取組み方針の一環

として、人件費に触れているが、人件費の増額が、財政調整基金の取り崩しの要因となること

は、あってはならないことを厳に提言する。財政調整基金の不足は借金に繋がり、結果的に返

済額の増加、返済期間の長期化となり、町の財政運営を圧迫することになる。したがって、今

後共に財政調整基金の取り崩しに当たっては、より一層の熟慮のうえ行うこととし、町民生活

に直結し、かつ緊急性がある施策を最重点として運用し、健全で持続性のある安定的な財政運

営に努められたい。 
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 〇清掃業務委託について 

  トーク安堵カルチャーセンターに掛かる委託費と、それ以外の施設及び、役場庁舎にかかる

委託費を比較すると、清掃業務内容、面積等がそれぞれ異なるため一概には言えないが、委託

契約金額の妥当性を考慮する必要があると思われる。役場庁舎及び、本町各施設に係る委託業

務内容の見直しを含め、次期委託契約内容の縮小化等をし、委託費の縮減を図られたい。 

 〇消防賞じゅつ金基金について 

  現在、「消防団員等公務災害補償等責任基金」及び「消防団員等福祉共済」に加入し、消防

団員の公務災害、消防団員の死亡又は生涯補償等、消防団員にかかる福祉事業は、これらによ

って補われている。当該基金は、それらの制度と趣旨が重複するため、存続の必要性はないと

思われる。よって、当該基金の廃止を提案する。 

  これは、先ほどの議案第２号にて廃止されたとおりでございます。 

 〇各種団体に対する補助金について 

  今年度の補助金、対前年度比１０％減額された。今後の財政事情によっては、更に減額する

ことを考慮に入れる必要がある。各団体に対する補助金は、例年、前年度と同額を支給してい

る実態が散見されるが、事業の目的を精査のうえ、毎年、実績報告書を提出した団体に対して

必要に応じた金額を交付すべきである。したがって、団体に対する補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する規則（昭和４６年安堵村規則第５号）の規定によって、交付の手続き、審査、

金額の算定等のうえ交付することとし、根拠が不明確なものがあってはならない。 

  続きまして、令和元年度安堵町水道事業会計決算審査の結果について報告いたします。 

  第１ 審査の対象 

  令和元年度水道事業会計決算 

  第２ 審査の期日 

  令和２年７月２０日 

  第３ 審査の実施者 

  監査委員 徳久亮太郎、監査委員 森田瞳 

  第４ 審査の方法 

  審査に付された決算書類が、関係法令に準拠して作成され、水道事業の経営成績及び

財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するため、会計帳簿その他の会計帳票

及び関係書類との帳簿突合、証憑(しょうひょう)突合、決算突合等の通常実施すべき

審査手続き及び必要と認めたその他の審査手続きを実施した。 

  また、関係職員から説明を聴取するとともに、定期監査及び例月現金出納検査の結果

を踏まえて審査手続きを実施した。 

  なお、審査に当たっては、水道事業が地方公営企業法第３条の規定に従い、合理性と
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能率性の発揮と公共の福祉を増進するよう運営されたかどうかを検討するための分

析等も行った。 

  第５ 審査の結果 

  審査に付された決算書類は、関係法令に準拠して作成されており、当事業年度の経営

成績及び当事業年度末の財政状態を適正に表示しているものと認められた。 

 決算の概要は、決算書２ページ以降のとおりである。 

  最後に、審査結果の意見を申し述べる。 

  令和元年度決算における給水収益、営業費用、純利益等については、決算書に記載している

とおりであるので割愛いたします。 

  決算に関し、水道事業収益は１億６，４０４万６，９０９円で前年度に比べ９２万６，２９

３円の増であることから遜色ない結果となっている。 

  水道事業費用において、配水場修繕費が前年度に比べて５０５万１，４４６円の増加である

が、それ以外については前年度並みの結果となっている。 

  資本的収支についても、予算内で計画的に執行できている。今後も収支について精査しつつ、

水道事業運営を適切に進められたい。 

  以上、決算審査の結果報告といたします。 

  以上です。 

 

議長（福井保夫） はい。ありがとうございました。 

  これより、総括質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 総括質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  認定第１号につきましては、議長と議会選出監査委員の議員を除く、６人の委員で構成する

一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。 

  御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 
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  よって、認定第１号は、議長と議会選出監査委員の森田議員を除く６人の委員で構成する一

般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

  次に、認定第２号から認定第７号までの６議案について、議長と議会選出監査委員の議員を

除く６名の委員で構成する特別会計等決算審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思い

ます。 

  御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 

  よって、認定第２号から認定第７号までの６議案については、議長と議会選出監査委員の森

田議員を除く６名の委員で構成する特別会計等決算審査特別委員会を設置し、これに付託して

審査することに決定しました。 

  ただいま設置されました各決算審査特別委員会の正副委員長の互選を行いますので、暫時休

憩します。 

 

 

 

休 憩（午後１２時２６分） 

再 開（午後１２時２８分） 

 

 

 

議長（福井保夫） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  先ほど設置された決算審査特別委員会の正副委員長を申し上げます。 

  一般会計決算審査特別委員会 委員長 三浦議員、副委員長 山岡議員。 

  特別会計等決算審査特別委員会 委員長 淺野議員、副委員長 大星議員です。 

  以上です、よろしくお願いします。 

  なお、主要な施策の成果証明書の中で、総合戦略の位置づけが、記載しています。平成２８

年２月に策定された「安堵町 まち・ひと・しごと創生総合戦略」において基本目標ごとの取

組みと、平成３１年度、つまり昨年度における目標値を掲げていますが、その実施した内容、

達成度、実績等について全員協議会を開催して説明を聞きたいと思います。 

  議員の皆さんどうでしょうか。 
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（「はい」の声あり） 

 

議長（福井保夫） はい。開催等日時は別途通知しますので、予定しておいていただきたいと思いま

す。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第２６ 報告第４号「令和元年度決算に係る健全化判断比率報告書について」

及び日程第２７ 報告第５号「令和元年度決算に係る資金不足比率報告書について」を一括議

題とします。一括して説明を求めます。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。富井総合政策課長。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい。 

 

（富井総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富井文枝） 総合政策課、富井でございます。 

  それでは、報告第４号、及び報告第５号について、一括して御説明をさせていただきます。 

  まず、報告第４号「令和元年度決算に係る財政健全化判断比率報告書について」御説明をさ

せていただきます。 

  本報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４

号）第３条第１項の規定により、御報告をするものでございます。 

  財政の健全化比率につきましては、四つの指標で示され、一つ目実質赤字比率及び二つ目の

連結実質赤字比率につきましては、いずれも赤字では無いため、比率としては算定はされませ

ん。 

  三つ目の実質公債費比率につきましては、経常的収入のうち、実質的な公債費に充てられた

割合を示すもので、令和元年度は前年度よりも０．１％改善し、６．２％でございます。 

  四つ目の将来負担比率につきましては、現在抱える実質的な負債に対して、今後、見込まれ

る収入が下回ったものの、令和元年度の将来負担比率は、前年度よりも１．６％改善し３３．

９％となりました。 
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  令和元年度財政健全化判断比率の４指標は、表の括弧内の早期健全化基準を全て下回ってい

るため、財政健全化状況であることを御報告をいたします。 

  続きまして、報告第５号「令和元年度資金不足比率報告書について」御説明をさせていただ

きます。本報告につきましても、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律

第９４号）第２２条第１項の規定により、御報告をするものでございます。 

  資金不足比率報告書は、法適用公営企業である、水道事業会計及び法非適用公営企業の下水

道事業特別会計の、二つの会計の資金不足の比率を算定するもので、いずれも赤字でないため、

ともに比率としては算定をされておりません。 

  なお、本年７月２７日に監査委員の審査に付し、意見書をいただいております。 

  以上、御報告を申し上げます。 

 

議長（福井保夫） はい。続きまして、議会選出森田監査委員に、審査の結果について報告を求めま

す。 

 

議会選出監査委員（森田 瞳） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。もうちょっとです、頑張ってください。 

 

（森田議会選出監査委員 登壇） 

 

議会選出監査委員（森田 瞳） それでは、監査委員２名を代表いたしまして、令和元年度決算に係

る財政健全化判断比率及び資金不足比率の審査結果について報告いたします。 

  第１ 審査の対象 

  令和元年度決算に基づく健全化判断比率、資金不足比率の算定の基礎となる事項を記

載した書類 

  第２ 審査の期日 

  令和２年７月２７日 

  第３ 審査の実施者 

  安堵町監査委員 徳久亮太郎、同じく監査委員 森田瞳 

  第４ 審査の方法 

  審査に付された令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率が、関係法

令に準拠し適正に算定されているかに主眼を置いて審査いたしました。審査において

は、総務省が作成した記載要領等に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率を算定
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するための算定様式の記載事項について、関係部局が作成した算定根拠資料等の確認

を行いました。さらに、算定手順等の妥当性を確認するために、関係職員からの説明

及び聴取して審査を実施しました。 

  第５ 審査の結果 

  審査に付された令和元年度決算に基づく健全化比率及び資金不足比率並びにそれぞ

れの算定となる事項を記載した書類の作成は、いずれも適正であることと認めました。

各比率は、意見書２ページ以降に次のとおり掲載しておるとおりでございます。 

  それでは、審査意見を述べます。 

  健全化判断比率、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字比率には該当しない。 

  実質公債比率及び将来負担比率については、健全と言える。しかし、是正改善を要する事項

として、平成２７年度以降上昇し続けている将来負担比率については、平成３０年度の当該率

は前年度に比べて約３２％と大幅に上昇し、令和元年度には若干低くなった。当該比率の上昇

を抑制し、健全な財政運営に努められたい。 

  資金不足比率、令和元年度の水道事業会計及び下水道事業特別会計については、いずれの会

計も資金不足は生じていない。 

  よって、是正改善を要する指摘事項は特にございません。 

  以上、報告といたします。 

 

議長（福井保夫） これより、一括質疑を行います。 

  質疑、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  以上で、報告第４号及び報告第５号を終結します。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第２８ 報告第６号「令和元年度安堵町土地開発公社決算の報告について」

を議題といたします。 

  本案について、報告を求めます。 

 

建設課長（池田佳永） はい、議長。 
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議長（福井保夫） はい。池田建設課長。 

 

（池田建設課長 登壇） 

 

建設課長（池田佳永） おはようございます。建設課の池田です。よろしくお願いいたします。 

  それでは報告第６号「令和元年度安堵町土地開発公社決算の報告について」を御説明いたし

ます。 

  議案書の３ページをお願いいたします。 

  令和元年度安堵町土地開発公社の報告書でございます。中段の庶務関係を御覧ください。 

  令和元年６月１４日に、平成３０年度収支決算につきまして監査が行われ、同年７月１日の

定例理事会におきまして、平成３０年度収支決算報告の承認を得ました。 

  次に、令和２年２月３日、定例理事会におきまして、令和２年度事業計画及び予算案につき

まして審議していただき、承認をいただいています。 

  次の４ページをお願いいたします。 

  １の令和元年度公有用地の先行取得及び２の保有地の売り払い事業は、ともにございません

でした。 

  次の５ページをお願いいたします。 令和元年度安堵町土地開発公社決算報告書でございま

す。 

  まずは、収益的収入でございますが、第１款 事業収益でございますが、保有地の売り払い

はございませんでしたので、決算額は０円でございます。 

  第２款 事業外収益、第１項 受取利息の決算額は５００円でございます。 

  支出の部では、第１款 事業原価におきましても、公有地の取得がございませんでしたので、

決算額は０円でございます。 

  次の６ページをお願いいたします。 

  資本的収入の部でございますが、第１款 資本的収入、第１項 借入金におきましては、借

入金がございませんでしたので、決算額は０円でございます。 

  第２項 利子補給金におきまして、決算額は３７９，５７６円。これは、借入金の利子分を

町から補てんしていただいております。 

  次に、歳出の部でございますが、第１款 資本的支出、第１項 公有地取得事業費におきま

しては、取得用地がございませんでしたので決算額は０円でございます。 

  第２項 事業外費用の決算額は、３７９，５７６円。これは、借入金の利息の支出でござい

ます。 
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  次のページ以降の事項別明細等につきましては、先ほどの説明と重複いたしますので割愛さ

せていただきます。 

  それでは、報告書を朗読いたします。 

  報告第６号 

令和元年度安堵町土地開発公社決算の報告について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づき、令和元年度

安堵町土地開発公社の決算を別紙のとおり報告する。 

  令和２年９月２日 報告 

安堵町長 西本 安博  

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これで、報告第６号を終結します。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 以上で本日の日程は、全部終了しました。 

  次の本会議は、９月３日、午前１０時開会です。 

  一般質問を予定しております。 

  本日は、これで散会します。 

  お疲れ様でございました。 

 

 

 

散 会 

午後１２時４１分 

 

 


